
鹿屋市障がい福祉施設食材費高騰対策支援金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、急激な食材費の高騰による影響を受けながらもサービスの安

定的な提供を継続している障がい福祉施設を支援するため、予算の範囲内におい

て鹿屋市障がい福祉施設食材費高騰対策支援金（以下「支援金」という。）を交

付することを目的とし、その交付については、鹿屋市補助金等交付規則（平成18

年鹿屋市規則第73号）及びこの要綱の定めるところによる。 

（交付対象施設） 

第２条 支援金の交付の対象となる施設（以下「交付対象施設」という。）は、市

内に所在し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成17年法律第123号）第５条第８項に規定する短期入所（以下「短期入所」という。）

及び同条第10項に規定する施設入所支援（以下「施設入所支援」という。）の障

害福祉サービスを提供する施設とする。 

（交付対象者） 

第３条 支援金の交付の対象となる者は、交付対象施設を運営する法人等であって、

次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(1) 令和４年10月１日（以下「基準日」という。）における定員数を、次条に規

定する交付対象期間の末日まで縮小しないこと。 

(2) 市税の滞納がないこと。 

（交付対象期間） 

第４条 支援金の交付の対象となる期間は、令和４年４月１日から令和５年３月31

日までとする。 

（支援金の額） 

第５条 支援金の額は、基準日における交付対象施設の定員数に、次の各号に掲げ

る交付対象施設の区分に応じ、当該各号に定める支援金単価を乗じて得た額とす

る。 

(1) 短期入所を行う施設 12,000円 

(2) 施設入所支援を行う施設 16,000円 

２ 前項の規定にかかわらず、定員数の全部又は一部を複数の交付対象施設の用に

供している場合の当該定員数については、いずれか１つの交付対象施設の定員数



としてのみ計上するものとする。 

（支援金の交付申請） 

第６条 支援金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、鹿屋市

障がい福祉施設食材費高騰対策支援金交付申請書兼請求書（別記第１号様式）に

次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 交付対象施設一覧表（別記第２号様式） 

(2) 支援金の振込口座（申請者本人名義のものに限る。）の預金通帳等に係る金

融機関名、支店名、口座番号及び口座名義人が記載されている部分の写し 

２ 支援金の交付申請の期間は、令和４年10月１日から令和４年10月31日までとす

る。 

（支援金の交付決定及び額の確定） 

第７条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支援金

を交付することが適当であると認めたときは、支援金の交付の決定及び額の確定

を行い、その旨を鹿屋市障がい福祉施設食材費高騰対策支援金交付決定及び交付

確定通知書（別記第３号様式）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の通知を行ったときは、速やかに支援金を交付するものとする。 

（支援金の返還） 

第８条 市長は、支援金の交付を受けた者がこの要綱に違反し、又は不正の手段に

より支援金を受けたと認めたときは、既に交付した支援金の全部又は一部を返還

させることができる。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、令和４年10月１日から施行する。 

２ この要綱は、令和５年３月31日限り、その効力を失う。 

３ 第８条の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその

効力を有する。 



別記 

第１号様式（第６条関係） 

年  月  日 

鹿屋市長       様 

鹿屋市障がい福祉施設食材費高騰対策支援金交付申請書兼請求書 

申請者 

郵便番号 

住 所 

 

法人等名  

代表者名 印 

電話番号  担当者名  

鹿屋市障がい福祉施設食材費高騰対策支援金の交付を受けたいので、鹿屋市障が

い福祉施設食材費高騰対策支援金交付要綱第６条の規定により関係書類を添えて次

のとおり申請及び請求します。 

１ 支援金の申請額 

          円 

２ 振込口座 

金融機関名  支店名等  

預 金 種 別  口座番号  

フ リ ガ ナ  

口 座 名 義  

注 申請者名義の口座を御記入ください。 

３ 誓約欄（記載内容を確認の上、□に✓を付けてください。） 

鹿屋市障がい福祉施設食材費高騰対策支援金の交付申請に関して、次のとおり

誓約します。 

□ 市税の滞納はありません。 

※市使用欄  

審査 支援金額           円 
 



第２号様式（第６条関係） 

 

交付対象施設一覧表 

 

法人等名           

 

№ 交付対象施設種別 事業所名 
支援金単価 

(Ａ) 

定員数 

(Ｂ) 

支援金額 

(Ａ×Ｂ) 

      

      

      

      

      

   合 計 円 

 



第３号様式（第７条関係） 

 

第     号 

    年  月  日 

 

       様 

 

鹿屋市長       印 

 

鹿屋市障がい福祉施設食材費高騰対策支援金交付決定及び交付確定通知書 

 

    年  月  日付けで申請のあった鹿屋市障がい福祉施設食材費高騰対

策支援金については、鹿屋市障がい福祉施設食材費高騰対策支援金交付要綱第７条

第１項の規定により下記のとおり交付することに決定し、交付額は交付決定額と同

額に確定したので通知します。 

 

記 

 

１ 交付決定額          円 

 

２ 交付確定額          円 


